
１．指定管理者モニタリングについて 

 

１ 指定管理者モニタリングの状況 

 本市では、指定管理者制度により施設の管理運営を行っている 26施設について令和３年度のモニタリ

ングを実施し、その結果をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ モニタリングの目的・方法等 

モニタリングとは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適

切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段です。また、安定的、継続的にサービ

スを提供することが可能であるか監視（測定・評価）し、確認内容等の公表を行うとともに、必要に応

じ改善に向けた指導・助言を行い、管理運営の継続が適当でない等と認めるときは指定の取り消し等を

行う一連の仕組みのことです。 

モニタリングを実施するにあたっては、公共サービスの水準の確保や安全性、継続性を担保する観点

から、指定管理者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、次の考え方を基本として

行っています。 

 (1) 業務の履行状況の確認 

仕様書等に定められた事業や業務を指定管理者が適切に実施しているかについて、事業報告書で報

告される業務実施の状況を中心に確認。 

(2) サービスの質に関する評価 

指定管理者によって提供されるサービスの水準について、実地調査や利用者アンケート等により測

定・評価。 

(3) サービス提供の継続性・安定性に関する評価 

指定管理者によってサービスが継続的、安定的に提供されているかについて、収支の状況や経営分

析指標を通じ評価。 

 

３ 令和３年度の事業収支について 

 令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置を講じたことにより、指定管理施

設における主催事業や貸館事業について影響を受ける施設がありました。（事業ごとの参加者数及び収入

について、計画と実績の比較をチェックシート③－１に記載） 

 これに伴い各施設所管課と指定管理者が協議の上、利用料金収入に対する影響分と、中止となった事

業の精算分について、必要な施設においては指定管理料の変更精算を行いました。その際、年間を通じ

た収支が黒字となる場合は補填精算はしていません。 

 

 

指定管理者制度とは 

運動施設や福祉施設、教育・文化施設など「公の施設」の管理運営を広く民間の法人やその他の団体

に任せることができる制度です。これまでは、「公の施設」の管理運営は、市が直接行うか、市が出

資する法人や公共的団体などに委託することとなっていましたが、平成 15年 9月に施行された地方

自治法の一部改正により、民間団体等も「公の施設」の管理運営ができるようになり、施設の管理運

営を任せる団体等を「指定管理者」とし、議会の議決を経て市が指定します。   



○モニタリングレポートの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮）

 合目的性・公平性・効果性

業務内容

 機能性・独創性（事業への具体的な取組み方）

 責任性・実行性（施設の運営体制や組織）

 明瞭性・規律性（適正な事務や経理）

 安全性（安全管理、緊急時等の対応）

 社会性（環境等への配慮）

事業収支

 経済性

団体の経営状態

 経営の健全性

その他

障害者雇用に対する取組み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

仕様書等で指定管

理者に要求してい

る水準を確保でき

ているか、計画書

と事業報告書の内

容を比較して、業

務実施状況等を確

認し、コメントを

記載しています。 

したがって、これ

らの項目は、指定

管理者を選定する

際の審査基準と同

じ項目となってい

ます。 

 


